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地
震
に
よ
り
被
災
し
た
自
己
所

有
の
住
宅
を
修
繕
す
る
場
合
、
そ

の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

助
成
対
象　

　

復
旧
に
要
し
た
費
用
が
20
万
円

以
上
の
工
事

助
成
率
・
助
成
額

　

20
万
円
を
上
限
に
修
繕
工
事
費

用
の
10
％

※
修
繕
中
の
方
、
完
了
し
た
方
も

　

申
請
で
き
ま
す（
工
事
前
写
真

　

の
提
出
が
必
要
で
す
）。

　

対
象
者
や
申
請
に
必
要
な
書
類

な
ど
詳
し
く
は
、
広
報
６
月
号
３

ペ
ー
ジ
ま
た
は
８
月
号
３
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

建
築
住
宅
課
住
宅
係

　

☎（
55
）５
１
３
３

災
害
に
関
す
る
お
知
ら
せ

災
害
に
関
す
る
お
知
ら
せ

県税の お知らせ県税の お知らせ

被
災
住
宅
の
修
繕
工
事
に

資
金
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

　

震
災
・
原
発
事
故
に
伴
う
免
除

申
請
期
限（
今
年
２
月
分
か
ら
の

審
査
）が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

申
請
期
限　

平
成
24
年
３
月
末
日

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

本
人
申
請
に
基
づ
き
、
国
民
年
金

保
険
料
が
全
額
免
除
さ
れ
ま
す
。

免
除
要
件
等

・
震
災
に
よ
り
、
住
宅
・
家
財
・

　

そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、
お

　

お
む
ね
１
／
２
以
上
の
損
害
を

　

受
け
た
方
等

・
原
発
事
故
に
伴
い
、
避
難
指

示
・
屋
内
退
避
指
示
を
受
け
た

市
町
村
に
平
成
23
年
３
月
11
日

時
点
で
住
所
を
有
し
て
い
た
方

そ
の
他　

学
生
納
付
特
例
申
請
期

限
も
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

※
必
要
書
類
等
詳
し
く
は
、
左
記

　

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
…

　

東
北
福
島
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４（
５
３
５
）０
１
４
１

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　

☎（
55
）５
１
０
６

～ 自動車税 ～
　県では、現在、震災に伴い平成23年度自動車税の定期課税を延期していますが、原子力災害区域など
の一部地域を除き、次の日程で課税を実施します。
 納税通知書の発送日 　９月７日（水）　　　 納期限 　10月31日（月）
※この間に車検有効期間が満了する自動車については、平成22年度の納税証明書（平成23年10月30日ま
　で有効）で車検を更新することができます。
 ◎問い合わせ…県北地方振興局県税部課税第二課☎024（523）0051

～ 不動産取得税 ～
　売買、交換、贈与および建築等により新たに不動産（土地・家屋）を取得した場合には、不動産取得税
が課税されます。
　現在、震災に伴う納期限等の延長措置により課税を保留していますが、売買等により取得した土地・
家屋および平成22年に新築した家屋に係る不動産取得税の納税通知書の発送を９月下旬以降に予定して
います。
　なお、震災により家屋が被害を受け、新たに代替不動産を取得する場合には、災害減免を受けること
ができる場合があります。

～ 個人事業税 ～
　県内で事業を営んでいる方を対象とした個人事業税の納税通知書の発送については、通常８月に行っ
ていますが、平成23年度定期課税分については、震災に伴う納期限等の延長措置を行ったことにより12
月に予定しています。 
　
　不動産取得税、個人事業税について詳しくは、下記までお問い合わせください。
 ◎問い合わせ…県北地方振興局県税部課税第一課☎024（523）4698または4699
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汚
泥
を
少
な
く
す
る
取
り
組
み

下
水
処
理
場
で
は
、
ご
家
庭

で
使
用
さ
れ
た
下
水
を
き
れ
い

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
汚
泥
』

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
発
生
し
ま

す
。こ

れ
ま
で
テ
レ
ビ
や
新
聞
な

ど
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
こ
の
汚
泥
か
ら
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性

物
質
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
下
水
処
理
場
で

は
汚
泥
を
敷
地
内
に
一
時
保
管

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
状
態
が

長
く
続
く
と
、
下
水
の
処
理
に

影
響
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。汚

泥
の
安
全
な
処
理
方
法
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
各
関
係
機

関
に
お
い
て
対
応
を
検
討
し
て

い
ま
す
が
、
い
ま
だ
解
決
に
は

い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
下
水
道
を
使
用
し

て
い
る
皆
様
に｢

汚
泥
を
少
な

く
す
る
取
り
組
み｣

に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

下

水

処

理

場

か

ら

の

お

願

い

 

汚
泥
を
少
な
く
す
る
ポ
イ
ン
ト 

台　

所

・
野
菜
く
ず
は
、
水
切
り
ネ
ッ
ト

な
ど
を
使
用
し
、
下
水
へ
流
さ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
汚
れ
た
食
器
や
フ
ラ
イ
パ
ン

に
残
っ
た
油
は
、
い
ら
な
い

紙
で
拭
き
取
る
か
、
市
販
の

油
固
化
剤
を
用
い
る
な
ど
し

て
燃
え
る
ゴ
ミ
と
し
て
処
分

し
ま
し
ょ
う
。

洗　

濯

・
合
成
洗
剤
や
、
中
性
洗
剤
の

使
用
は
多
す
ぎ
な
い
よ
う
適

量
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

風
呂
・
洗
面
所

・
シ
ャ
ン
プ
ー
や
歯
磨
き
粉
の

使
用
量
を
少
な
め
に
し
ま

し
ょ
う
。

ト
イ
レ

・
水
に
溶
け
な
い
テ
ィ
ッ
シ
ュ

ペ
ー
パ
ー
、
紙
お
む
つ
や
生

理
用
品
、
た
ば
こ
な
ど
を
流

さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　

☎（
55
）５
１
３
８

親と子で考える放射線学習会を開催親と子で考える放射線学習会を開催
　放射線に関する子どもの健康管理をテーマに、子どもの生活全般に関する生活の工夫について健康学習会
を各地域で開催します。４回シリーズで開催しますが１回目の内容等が決まりましたのでお知らせします。
　第１回のテーマや開催日等は以下のとおりです。参加を希望される方はお申し込みください。

テーマ　｢放射線低線量被ばくの影響などについて｣
　　　　講師：原子力資料情報室前代表・科学者故高木任三郎氏が市民の立場から問題に取り組むことのできる｢市民科学者｣
　　　　　　　　を育成することを目的に創立した｢高木学校｣より、医師等をお迎えします。

開催日・会場　時間は全会場13：15～15：30（受付13：15～13：30）
　・東 和 地 域 第１回　９月27日（火） 東和保健センター
　・二本松地域 第１回　10月２日（日） 二本松保健センター
　・安 達 地 域 第１回　10月23日（日） 安達保健福祉センター
　・岩 代 地 域 第１回　10月24日（月） 岩代保健センター

申込方法　電話またはファックスで下記までお申し込みください。
申込期限　開催日の１週間前まで
対　象　就学前の子どもの保護者　各会場30人程度（希望者多数の場合、先着順とさせていただきます。）
　※聴講後、友人やサークル等での伝達にご協力ください。※市民以外の方はご相談ください。
その他　託児もできます。（10人程度）無料

　２回目以降の日程等、詳しいことは決まり次第、広報紙等でお知らせします。
　２回目以降のテーマや講師は次のとおりです。※変更となる場合があります。　
　第２回 運動｢ふれあい親子体操｣　 講師：｢こどもの城｣インストラクター
　第３回 食事｢食の安全を守るためにできること｣ 講師：環境ジャーナリスト天笠啓祐氏
　第４回 心 ｢子どもの心のケアのために｣ 講師：｢あざみ野心理オフィス｣臨床心理士

　　　　　　　　　◎問い合わせ・申し込み…健康増進課保健係☎（55）5110　Fax（23）1714


